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調査・報告

１　食品表示の「視認性」に関
する課題

食品表示に求められる“分かりやすい３要素”とし

ては、

◆�表示自体の「視認性」（見やすさ・読みやすさ、

探しやすさ）が高いこと

◆�食品表示に関する「ルール」およびそれに使用

される「用語」の意味などについて、消費者が

正しく理解できるようになっていること

◆�対象食品に関する「特性」や「食生活との関わ

り」（食料自給率、わが国における生産・製造

などの分野〈農業、食品産業など〉の取り組み

状況など）といった「関連情報」について、消

費者が正しく理解できるようになっていること

があるが、このうち、視認性に関して消費者が不便

に感じる点としては、消費者庁の「食品表示に関す

る消費者意向調査（消費者意向調査）」（令和５年度）

によれば、後述する横断的義務表示（９項目）につ

いて、１）「文字が小さくて見にくい」、２）「表示

事項が多すぎて見たい情報がすぐにわからない」、

３）「容器包装の底面など目立たないところに表示

されているため見つけにくい」－にそれぞれ回答し

た人の割合を合計すると、９項目平均で約39％と

４割近くになり、特に女性の60歳代では約55％、

同じく70歳代以上では約61％に達しており、視認

性に関し、これら３点について消費者が不便に感じ

ていることが分かる。

戦後、食品を巡る衛生意識や消費者意識の高まり

などに伴い、食品表示をすべき対象や事項が時代と

ともに増加してきた（図１）。一方で、１世帯当た

りの人員は減少の一途をたどり、2020年には2.21
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人と、1950年（5.02人）に比べ半分以下となり（図

２）、全世帯の約３分の２を１人世帯と２人世帯が

占める状況となった（図３）。このため、販売され

る食品は、少人数世帯を対象とした小スケールのも

のが増え、結果として食品表示が可能な面積が小さ

くならざるを得ず、このことが消費者に「見にくい」

などの不便さを感じさせることとなっている。

こうした状況を踏まえ、食品表示法制定に先立っ

て設置された食品表示一元化検討会以降（前編図１

参照：『砂糖類・でん粉情報』2026年５月号）、文

字をより大きくし、表示事項をより少なくして、視

認性をいかに高めるかということが課題の一つとさ

れてきた。

２　食品の「表示ルール」に関
する課題－砂糖などの甘味料
を例に－

（１）義務化されたルールの概要
次に、食品表示に関する具体的なルールについて

述べる。食品の製造者、加工者、輸入者および販売

者（食品関連事業者など）に義務付けられた主な事

項は、以下の通りである。

図３ 人員別世帯数の推移

資資料料：：総総務務省省統統計計局局「「令令和和２２年年国国勢勢調調査査人人口口等等基基本本集集計計結結果果のの概概要要 」」(令令和和
３３年年11月月30日日)よよりり著著者者作作成成

2020年において、1人世帯および2人世帯の合計は全世帯の約66％

資料：�総務省統計局「令和２年国勢調査人口等基本集計結果の概要」（令和３年11月30日）より
著者作成

図３　人員別世帯数の推移

資料：�総務省統計局「令和２年国勢調査人口等基本集計結果の概要」
（令和３年11月30日）より著者作成

図２ １世帯当たり人員の推移

半半分分以以下下にに
1950年年 5.02

資資料料：：総総務務省省統統計計局局「「令令和和２２年年国国勢勢調調査査人人口口等等基基本本集集計計結結果果のの概概要要 」」(令令和和
３３年年11月月30日日)よよりり著著者者作作成成

図２　１世帯当たり人員の推移図１　戦後の主な食品表示制度の変遷
図図1 戦戦後後のの主主なな食食品品表表示示制制度度のの変変遷遷

◎◎昭昭和和２２２２年年：：食食品品衛衛生生法法制制定定
◎◎昭昭和和２２３３年年：：一一部部食食品品等等ににつつきき表表示示すすベベきき事事項項をを規規定定
◎◎昭昭和和２２５５年年：：ＪＪＡＡＳＳ法法制制定定
◎◎昭昭和和２２７７年年：：栄栄養養改改善善法法制制定定
（（◎◎昭昭和和３３５５年年ニニセセ牛牛缶缶事事件件→◎◎昭昭和和３３７７年年景景品品表表示示法法制制定定→昭昭和和４４３３年年：：消消費費者者保保護護基基本本法法））
◎◎昭昭和和４４４４年年：：容容器器包包装装加加工工食食品品にに製製造造者者氏氏名名、、一一定定のの添添加加物物等等表表示示のの義義務務づづけけ
◎◎昭昭和和４４５５年年：：品品質質表表示示基基準準制制度度創創設設
◎◎平平成成元元年年：：全全ててのの添添加加物物ににつつきき表表示示のの義義務務づづけけ
◎◎平平成成３３年年：：特特定定保保健健用用食食品品制制度度創創設設・・特特別別用用途途食食品品のの規規定定
◎◎平平成成６６年年：：製製造造年年月月日日かからら期期限限表表示示へへ
◎◎平平成成７７年年：：製製造造年年月月日日かからら期期限限表表示示へへ、、栄栄養養表表示示基基準準制制度度のの創創設設
◎◎平平成成１１１１年年：：全全ててのの飲飲食食料料品品にに品品質質表表示示をを義義務務づづけけ
◎◎平平成成１１３３年年：：遺遺伝伝子子組組換換ええ食食品品にに係係るる表表示示のの義義務務づづけけ、、アアレレルルギギーー物物質質のの表表示示のの

義義務務づづけけ、、栄栄養養機機能能食食品品のの表表示示基基準準制制定定
◎◎平平成成１１４４年年：：健健康康増増進進法法制制定定
（（◎◎平平成成１１６６年年：：消消費費者者基基本本法法））
◎◎平平成成１１５５年年：：食食品品衛衛生生法法のの目目的的改改正正、、品品質質保保持持期期限限をを賞賞味味期期限限にに統統一一、、

誇誇大大表表示示のの禁禁止止追追加加
◎◎平平成成１１７７年年：：２２００食食品品群群のの原原料料原原産産地地表表示示のの義義務務づづけけ
◎◎平平成成２２００年年：：業業務務用用食食品品へへのの表表示示のの義義務務化化
◎◎平平成成２２５５年年：：食食品品表表示示法法のの制制定定
◎◎平平成成２２７７年年：：食食品品表表示示基基準準施施行行
◎◎平平成成２２９９年年：：加加工工食食品品のの原原料料原原産産地地表表示示のの施施行行
◎◎平平成成３３００年年：：リリココーールルのの届届出出義義務務化化（（食食品品表表示示法法改改正正））
◎◎令令和和２２年年～～：：遺遺伝伝子子組組換換ええ表表示示等等２２００以以上上のの食食品品表表示示基基準準改改正正

赤赤字字；；食食品品衛衛生生法法
緑緑字字；；ＪＪＡＡＳＳ法法
青青字字；；健健康康増増進進法法
黄黄字字；；複複数数法法

一一元元化化以以降降のの制制度度

資料：著者作成
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上記を踏まえた具体的な表示事項は、表１の通り

である。

（２）砂糖の食品表示
消費者が家庭用に調味料として購入する小袋の表

示については、表２のようになっている。

「ア 名称」は、「その内容を表す一般的な名称を

表示するもの」とされ、上白糖、グラニュー糖、三

温糖などと記載されている。「イ 保存の方法」は、保

存のための注意事項が記載されている。「ウ 消費期

限又は賞味期限」は、砂糖については、長期保存し

ても品質が変化しにくいため、表示が省略できるこ

とから、欄が設けられていないことが一般的である。

「エ 原材料名」は、原材料に占める重量の割合の

高いものから順に、その最も一般的な名称をもって

表示する。また、国内で製造したすべての加工食品

の最も割合の高い原材料については、「原料原産地

名」を表示することとなっている。原産地名は国別

重量の多いものから順に記載することとされている

ため、複数国ある場合は、過去の一定期間における

産地別使用実績または今後の一定期間における産地

別使用計画における重量割合の高いものから順に

「又は」でつないで表示する方法（「又は表示」とい

う）と、原産国が３カ国以上ある場合には、３カ国

目以降を「その他」と表示する方法がある。

なお、サトウキビ由来の砂糖については、国内の

◆栄養成分表示の義務化　2020年４月１日か
ら、加工食品に熱量、たんぱく質、脂質、炭
水化物、ナトリウム（食塩相当量）の栄養成
分表示が義務付けられた。
◆原料原産地表示の義務化　22年４月１日か
ら、国内で製造されたすべての加工食品につ
いて、使用されている原材料のうち最も多い
ものの原料原産地の表示が義務化された（生
鮮食品については、従前から原産地表示が必
須となっている）。
◆加工食品における横断的表示義務事項　15年
４月１日から、原則全ての加工食品に共通の
義務表示事項として、名称、保存方法、消費
期限又は賞味期限、原材料名、添加物、内容
量等、栄養成分の量等、食品関連事業者の氏
名等、製造所所在地等の９項目が定められて
いる。
なお、その他、特定原材料を原材料とする加工
食品などには「アレルゲン」、機能性表示食品
などにはその食品である旨、上記「原料原産表
示」など、一定の加工食品を対象に共通の義務
表示事項が定められている。

表１　食品表示ルールによる具体的な表示
必要な表示事項
ア 名称
イ 保存の方法
ウ 消費期限又は賞味期限
エ 原材料名
オ 添加物
カ 内容量又は固形量及び内容総量
キ 表示内容に責任を有する者の氏名（名称）及び
住所

ク 製造所（加工所）の住所及び製造者（加工者）
の氏名（名称）

資料：精糖工業会

表２　家庭用の調味料として購入する
	 上白糖（小袋）の表示の例

ア 名称：上白糖
エ 原材料名：�原料糖（オーストラリア製造又は国内

製造又はその他）
カ 内容量：１㎏
イ 保存の方法：�密閉容器に入れ、高温・多湿を避け

て保存してください。
キ 販売者：〇〇製糖株式会社
　　　　〒000-0000　東京都●●区△△町1-1

ク 製造所：□□製糖株式会社
　　　　〒000-0000　▲▲県■■市◎◎町11-11

エ ※�原料糖の製造地は、20○○年度の使用実績順に
よるものです。

資料：精糖工業会
注１：表２中の片仮名は、表１のア～クに対応している。
注２：�表２に無いウは消費期限又は賞味期限、オは添加物であり、

後述のとおり砂糖は一般には記載なし。
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原料糖も海外からの輸入糖も、国内の精製糖工場で

一緒に精製されることが一般的であり、表２のよう

に記載される。北海道のてん菜由来の砂糖は、現地

の原料糖を使用して道内で精製されるため、本欄に

は「てん菜（北海道産）」などと記載されている。

（３）異性化糖の食品表示
「エ 原材料名」としては、日本農林規格（JAS）

に基づき、果糖含量に応じて「ぶどう糖果糖液糖」（果

糖含有率が50%未満）、「果糖ぶどう糖液糖」（同

50%以上90%未満）、「高果糖液糖」（同90%以上）、

「砂糖混合異性化液糖」（上記の液糖に10%以上の砂

糖を加えたもの〈その液糖がぶどう糖果糖液糖であ

れば、砂糖混合ぶどう糖果糖液糖〉）と記載される。

また、「原料原産地名」を記載する際は、原材料の後

に「（国内製造）」が追記されることが一般的である。

（４）加糖調製品の食品表示
「エ 原材料名」には、２種類以上の原材料からな

る複合原材料を使用する場合に該当するので、その

名称の後に、複合原材料の原材料名を、その複合原

材料の原材料に占める重量割合の高いものから順に

（　）書きで表示することになる（表３）。

ただし、中間加工原材料を使用した場合であって、

１）消費者がその内容を理解できない複合原材料の

名称の場合、２）複数の原材料を単純に混合（合成

したものは除く）しただけなど、消費者に対して中

間加工原材料に関する情報を提供するメリットが少

ない−と考えられる場合には、分割して表示するこ

とが可能である（表４）。

（５）甘味料入り加工食品の食品表示
原材料に占める重量割合の高いものとして「原料

原産地名」が記載される可能性があるのは、糖質系

甘味料（主に砂糖、加糖調製品、異性化糖）に限ら

れている。また、加糖調製品は、分割されて砂糖ま

たはその他の原料として「原料原産地名」が記載さ

れている場合もある。他方、甘味度が高く重量が小

さい高甘味度甘味料は、「原料原産地名」が記載さ

れることは考えにくい。

「オ 添加物」は、原則として含有する高甘味度甘

味料などの食品添加物はすべて重量順で表示しなけ

ればならない。その場合、「添加物」として別枠で

記載される場合もあるが、通常は、原材料名の後に

スラッシュ（／）もしくは改行で区別して記載され

ている。甘味料（アセスルファムカリウム）、甘味

料（スクラロース）などの表示がある。

砂糖は、一般的には添加物の記載はないが、三温

糖など色の調整を行うためにカラメル色素を使用し

た場合には、その旨の表示がある。

（６）栄養成分表示および栄養強調表示の
ルール

容器包装に入った加工食品には、食品に含まれる

栄養成分に関する情報を明らかにするため、表１の

内容とは別に「栄養成分表示」が表示されている。

消費者の健全な食生活の実践には不可欠なものであ

り、健康維持に欠かせないエネルギー（熱量）およ

び４栄養成分（たんぱく質、脂質、炭水化物、ナト

リウム〈食塩相当量〉）の表示が義務付けられている。

また、義務表示以外に推奨表示と任意表示がある。

表３　複合原材料表示による例

原材料名
小麦粉（〇〇製造）、ココア調製品（砂糖、
ココアパウダー、その他）、バター、鶏卵／
膨張剤

資料：精糖工業会

表４　分割して表示する例

原材料名
小麦粉（〇〇製造）、バター、砂糖、鶏卵、
ココアパウダー、アーモンドパウダー、食塩
／膨張剤

資料：精糖工業会
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さらに、食品が一定の基準を満たした場合に「栄

養強調表示」が認められており、糖質系甘味料であ

る糖類に関しては、表５のようにさまざまな表示が

使用されている。これらの表示のある食品には、非

糖質系甘味料である高甘味度甘味料が使用されてい

ることが多い。

なお、「ノンシュガー」、「シュガーレス」のよう

な表示は、糖類に関する「含まない旨」の表示基準

が適用になるので、砂糖以外の糖類（異性化糖など）

を含めて基準を満たしていない場合には表示するこ

とができない。

また、「含まない旨の表示」と類似した「糖類無

添加」や「砂糖不使用」の表示については、「無添

加強調表示」として、以下の条件をすべて満たさな

ければ表示できない。（詳細は『砂糖類・でん粉情報』

2025年10月号「糖に関する食品表示について～新

たな食品表示基準の下で～」をご参照ください。）

しかし、「栄養強調表示」や「無添加強調表示」

には、代替品である高甘味度甘味料の使用制限は条

件になっていないため、実際にはこのような表示が

されている多くの食品で使用されている。

一方、2023年５月には、世界保健機関（WHO）

◆高甘味度甘味料は、甘味度が高いため使用量
が少なく、「熱量」はゼロキロカロリーなど
と記載されることが多い。

【栄養成分表示の具体例】
◆砂糖の場合は、通常は「熱量」と「炭水化物」
の欄に記載がある。
◆異性化糖、加糖調製品を含んだ食品は、その
他の原材料に応じて、「熱量」と「炭水化物」
の欄のほか、該当欄に数値が記載されている。
◆砂糖や異性化糖、加糖調製品に含まれる砂糖
は、「炭水化物」のうち「糖質」や「糖類」に
該当するが、この表示は任意表示の扱いにな
っており、必ず表示されているわけではない。

資料：精糖工業会

表５　糖類の栄養強調表示の例
表示用語 意味・基準（法令上のポイント）

ノンシュガー、シュガーレス、糖類
ゼロ、無糖

含まない旨の表示
食品100g当たり（飲料100ml当たり）0.5g未満

低糖、微糖、控えめ 低い旨の表示
食品100g当たり5g以下　飲料100ml当たり2.5g以下

糖類〇〇％オフ
糖類〇〇％カット

低減された旨の表示
比較対象食品と比べて低減された量が食品100g当たり5g以上
飲料100ml当たり2.5g以上
比較対象食品と比べて低減された割合が25％以上

【無添加強調表示に係る４つの条件】
◆いかなる糖類も添加されていないこと。（こ
こでいう「添加」は「使用」と同義）
◆糖類（添加されたものに限る。）に代わる原
材料（複合原材料を含む。）または添加物を
使用していないこと。
◆酵素分解その他何らかの方法により、糖類の
含有量が原材料および添加物の量を超えない
こと。
◆糖類の含有量を表示すること。
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が、最近の健康影響に関する研究成果をまとめ、（高

甘味度甘味料などの）「非糖質系甘味料の使用に関

するガイドライン」を公表し、「体重コントロール

の達成や非感染症疾患（生活習慣、環境、遺伝など

が原因で発症する病気）のリスク低減の手段として

は使用しないこと」（糖尿病で治療中の者を除く）

を提案している。

消費者が商品選択を行うに当たっては、食品表示

の確認や関連情報の把握が必要であると考えられる。

以上、甘味料を例として、現行の食品表示基準に

基づくルールの概略を示した。

加工食品の食品表示基準に基づく義務表示事項

は、１）全ての食品に表示が必要な事項（「名称」、「保

存の方法」など）、２）一定の食品（対象食品）に

表示が必要な事項（「アレルゲン」、「機能性表示食

品である旨」など）、３）個別の食品に表示が必要

な事項（食酢に対する「酸度」、「希釈倍率」など）

－に区分して規定されている。すなわち、個々の食

品の特性などを踏まえて表示義務が課せられてい

る。上記の甘味料の基準も、検討を踏まえた根拠に

基づいたものであり、こうした表示ルールを知るこ

とを通じ、個々の食品の特性などに関する理解を深

めることができる。

３　食品表示が目指す３要素の
実現のために

（１）消費者側の理解度合い
さて、ここまで、食品表示の３要素である、１）

視認性、２）表示ルールの理解、３）関連情報の理

解－について見てきたが、その一方で消費者側の理

解の度合いについては、消費者庁の令和６年度消費

者意向調査報告書が参考になると思われる。

この調査では、表示事項によって質問内容が異な

るため、図４では「参考度合い」、「理解度合い」お

よび「分からない度合い」を、図５では「認知度合

い」、「理解度合い」および「分からない度合い」に

示している。

なお、「参考度合い」は、アンケート調査において、

購入時に「いつも参考にしている」および「ときど

き参考にしている」と回答した者を合計した割合で

あり、「認知度合い」は、「どのようなものか知って

いる」および「聞いたことはあるが、どのようなも

のか知らない」と回答した者を合計した割合である。

また、「理解度合い」は、いくつかの選択肢の中か

らその表示事項に関する説明として正しいと思うも

のを選ばせる方法により、正答を選んだ者の割合と

なっている。なお、同質問（選択肢方式）において、

「分からない」との選択肢を選んだ者の割合を「分

図４ 食品表示の参考度合・理解度合・分からない度合
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資料：消費者庁「令和６年度食品表示に関する消費者意向調査報告書」より著者作成

図４　食品表示の参考度合い・理解度合い・
	 分からない度合い

資料：�消費者庁「令和６年度食品表示に関する消費者意向調査報告書」よ
り著者作成

図５ 食品表示の認知度合・理解度合・分からない度合
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資料：消費者庁「令和６年度食品表示に関する消費者意向調査報告書」より著者作成

図５　食品表示の認知度合い・理解度合い・
	 分からない度合い

資料：�消費者庁「令和６年度食品表示に関する消費者意向調査報告書」よ
り著者作成
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からない度合い」としている。

これらの結果を見ると、「消費期限・賞味期限」

の参考度合いは約８割と、消費者の鮮度への関心度

が高い一方で、理解度合いは60％を超えているも

のの、「分からない」との回答（分からない度合い）

が約13％を占めている。この期限表示事項は、消

費段階の安全性確保や食品ロス削減の観点から、よ

り一層の普及・啓発が求められる。また、栄養成分

等表示についても、参考度合い、理解度合いとも５

割に達していないことから、健康・栄養政策の観点

から、さらなる知識と理解促進が求められる。

一方、「栄養機能食品」、「特定保健用食品」およ

び「機能性表示食品」の「保健機能食品」について

は、「認知度合い」は高くても総じて「理解度合い」

が低く、また「分からない度合い」が高いことから、

正しい理解に基づく活用がなされるよう一層の理解

促進の取り組みが期待される。

４　デジタルツールの活用へ向
けた検討経緯

消費者庁および消費者委員会食品表示部会におい

ては、これまで「分かりやすい食品表示」に関する

調査や検討・審議などがなされてきた（「前編」の「は

じめに　食品表示の役割」参照）。

その結果、この課題については、消費者委員会食

品表示部会において、「食品表示の全体像」の在り

方として検討がなされ、2019年８月に報告書が示

された。

同報告書によれば、活用される食品表示とするた

めの考え方（結論）として、

◆表示事項間の優先順位

◆�インターネットを活用した表示の可能性を含

む、ウェブ上における情報提供と従来の容器包

装上の表示との組み合わせ

につき検討するという方向性が示された。

わが国において、分かりやすい表示の方策として

ウェブ上での情報提供が挙げられている中、国際的

にも同様の方策が課題となっていたことから、コー

デックス委員会の食品表示部会において、ガイドラ

インの策定に向け、国際ルール作りの議論が進めら

れてきた。

わが国としても、こうした議論に能動的に対応し

ていくことが必要であることから、2023年10月

に消費者庁に「食品表示懇談会」が設置されるとと

もに、同懇談会の下に24年10月、「食品表示への

デジタルツールの活用検討分科会」が設置され、７

回の検討を経て25年12月に食品表示懇談会に報告

書が示された。

分科会では、コーデックス委員会におけるデジタ

ルツールの活用の議論も踏まえて検討することにな

っているが、第48回コーデックス食品表示部会（24

年10月）に示された「食品表示における食品情報

の提供のためのテクノロジーの使用に関するガイド

ライン（テクノロジーガイドライン）」は、図６の

ような概要となっている。

デジタルツール活用のイメージは、図７のように、

消費者がスマートフォンで二次元コードなどを読み

取ると、知りたい情報をソートでき、フォントサイ

ズを調整できることでアレルギー情報も大きく見る

ことができるというものである。また事業者にとっ

ては、急な仕様変更にも対応可能となる。

一方、分科会で検討された技術的課題は図８の通

りである。
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図7 食品表示へのデジタルツール活用のイメージ

資資料料：：消消費費者者庁庁「「令令和和77年年度度第第22回回食食品品表表示示懇懇談談会会」」((22002255年年1122月月))資資料料よよりり

図７　食品表示へのデジタルツール活用のイメージ

資料：消費者庁「令和７年度第２回食品表示懇談会」（2025年12月）資料より著者作成

図図８８ 「「食食品品表表示示へへののデデジジタタルルツツーールル活活用用検検討討分分科科会会」」でで検検討討
さされれたた技技術術的的課課題題

１１ 技技術術的的なな課課題題そそのの①①（（方方向向性性のの議議論論））
制制度度運運用用ののたためめののメメリリッットト・・デデメメリリッットト、、制制度度上上求求めめるるべべきき水水準準((義義務務かか
任任意意かか))のの整整理理

２２ 技技術術的的なな課課題題そそのの②② （（管管理理方方法法のの議議論論））
表表示示ののたためめののデデーータタはは一一元元管管理理ににすするるかか、、分分散散管管理理ににすするるかか

３３ 技技術術的的なな課課題題そそのの③③（（実実施施方方法法のの議議論論））
消消費費者者がが表表示示ににアアククセセススすするるたためめにに使使用用すするるツツーールル((ススママホホ等等))ははどどううすす
るるかか

４４ 制制度度実実現現にに向向けけてて考考ええらられれるる詳詳細細なな課課題題
①① １１対対１１対対応応のの具具体体的的方方法法
②② 食食品品表表示示ののたためめにに保保管管すするるデデーータタのの範範囲囲((義義務務表表示示、、推推奨奨表表示示等等))
③③ 広広告告等等そそのの他他のの情情報報ととのの棲棲みみ分分けけルルーールル
④④ 監監視視可可能能性性ににつついいててののルルーールル作作りり

資資料料：：消消費費者者庁庁「「令令和和77年年度度第第22回回食食品品表表示示懇懇談談会会」」((22002255年年1122月月))資資料料よよりり

図８　「食品表示へのデジタルツール活用検討分科会」で検討された技術的課題

資料：消費者庁「令和７年度第２回食品表示懇談会」（2025年12月）資料より著者作成

図６　食品表示における食品情報の提供のためのテクノロジーの使用に関する
ガイドライン（テクノロジーガイドライン）

（第48回コーデックス食品表示部会 2024.10）［抜粋の概要］

資料：消費者庁「第２回食品表示へのデジタルツール活用検討分科会」（2024年12月）資料より著者作成

1．目的
　消費者に包装食品に係る情報提供を行うためのテクノロジーの使用について、指針を提供すること
（中略）
5．ラベル又は表示に必須の情報の代替テクノロジーとして消費者への提供を決定する上での考慮事項
5.1　購入及び使用の通常かつ日常的な環境において、消費者が容易にアクセスできるべき。すなわち、
a）国内等において、テクノロジーを用いた食品情報の提供を支える、サービスの普及度や信頼性といった観点から見
て十分な技術的インフラが必要である。
b）一般の人々は、そのテクノロジーへの広範、適正かつ容易なアクセスを有し、その使用を取り入れるべき。
c）購入又は使用の通常かつ日常的な環境において、その食品情報にアクセスするためにそのテクノロジーを利用する
ことが消費者にとって合理的である。

5.2　食品の名称、安全及び栄養に関する食品情報並びに管轄当局が決定するその他の義務的食品情報は、テクノロジー
の使用のみによって提供されるべきではない。
5.3　個別の実物の商品と紐付いている食品情報（例：ロット番号、日付表示）は、個別の商品とその情報とを紐付ける
ことができなくなるおそれがあるのであれば、テクノロジーの使用のみによって提供されるべきではない。
6．ラベル上でアクセスできない食品情報へのアクセスを消費者に提供するためのテクノロジーの使用
6.1　販売の状態やラベル又は表示上の記載の免除のために、消費者が食品表示情報にアクセスできない場合は、当該食
品表示情報へのアクセスを消費者に提供するためのテクノロジーの使用が検討されるべき。

（中略）
7.3　義務的食品情報がテクノロジーの使用によって提供される場合には、ラベル又は表示上のreferenceは当該情報と
直接リンクしなければならず、当該義務的食品情報はまとめて表示され、容易に識別可能で、他の情報と容易に区別で
きなければならない。

（中略）
7.7　ラベル又は表示が、テクノロジーを使用してアクセスされる食品情報へのreferenceを行うにあたっては、プラッ
トフォーム上に掲示される情報は十分なものであって、その食品情報が当該包装食品に係るものであると消費者が確認
できるような方法で掲示されなければならない。
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食品表示デジタル化に向けた制度設計の論点整理
（ア）デジタルツール活用のメリット・デメリットと制度上求めるべき水準
デジタルツール活用のメリット・デメリットは図９のように整理された。
大きなメリットとしては、情報提供スペースの制約がないため、提供できる情報は表示に比べ格段に増すことであ

る。また、表示に比べ提供する情報も速やかに提供可能となり、例えば原料原産地表示のように、頻繁に原産地が変
更される場合でも対応が容易となり、コストや手間を低減することが可能となる。
一方、デメリットとしては、消費者サイドでは、スマホの保持や維持経費、店内などでの操作のわずらわしさが伴

う。事業者サイドでは、データの管理に要する費用や手間が負担となる。こうしたメリット・デメリットを消費者と
事業者の立場で考慮した結果として、普及・定着の進度が決まってくると思われる。

（イ）データの管理方法について
データの管理方法としては、図10に示すように一元（集中）管理にするか、分散管理にするかの議論がなされた。
現実的な状況として、一元管理で進めていくのは維持管理費用や人員確保の点で、国などが措置していくことは非

常に難しいと考えられ、さまざまな課題はあるものの、分散管理により制度設計していくという方向が示された。

（ウ）消費者がアクセスするために使用するツールについて
何らかの読み取り用端末が必要であるが、小売事業者が店舗に専用端末を設置するようなことは現実的ではないた

め、消費者が所有するスマートフォンを、費用負担も含めて使用することを前提とすることとされた。

図図９９ 制制度度運運用用ののたためめののメメリリッットト・・デデメメリリッットト等等

資資料料：：消消費費者者庁庁「「令令和和77年年度度第第22回回食食品品表表示示懇懇談談会会」」資資料料よよりり

◎◎容容器器包包装装へへのの義義務務表表示示事事項項ををデデ
ジジタタルル表表示示にに代代替替すするるここととにによよりり、、
容容器器包包装装上上にに残残すす、、安安全全等等にに関関
すするる表表示ががよよりり見ややすすくく表表示でできき

るる可可能能性性ががああるる

◎◎デデジジタタルル表表示にに代代替替すするる義義務務表表
示をを統統一フフォォーーママッットト化化すするるここととでで、、
商商品品ごごととのの表表示のの内内容容がが比べべやや
すすくく、、見ややすすくくななるる可可能能性性ががああるる

◎◎個個人ごごととのの具具体体的的なな目的的にによよるる
カカススタタママイイズズがが可可能能ととななるる（（例例：：文
字字のの拡拡大、、外外国国語語表表記記へへのの変変換換、、

アアレレルルギギーーののアアララーートト機機能能ななどど））

◎◎文字字以以外外にに画画像像、、動動画画等等（（例例：：ピピ
ククトトググララムム、、調調理理方法法動動画画））でで任任意意
にに情情報報をを表表示ででききるるよよううににななりり、、分分
かかりりややすすくく表表示すするるここととがが可可能能とと

ななるる

◎◎容容器器包包装装へへのの義義務務表表示以以上上のの情情

報報がが公公開開さされれるる可可能能性性ががああるる

◎◎ススママホホ等等ののデデジジタタルル端端末末ががなないいととデデジジタタ
ルル表表示にに代代替替ししたた表表示がが確確認認ででききななくくななるる

◎◎ススママホホ等等をを商商品品ににかかざざすす必必要要ががあありり、、情情
報報をを得得るるたためめのの一手間間がが増増ええるる

◎◎ネネッットト回回線線にに不不具具合合がが生じじたた時時ににデデジジタタルル
表表示にに代代替替ししたた表表示がが確確認認ででききななくくななるる

◎◎ススママホホ等等のの通通信信費費用がが発発生すするる

◎◎食品品表表示をを目的的ををももっってて見たたいい人ししかか見
ななくくななるる可可能能性性ががああるる

◎◎ああららかかじじめめ容容器器包包装装にに表表示すするる

ここととがが必必要要ななくくななるるここととにによよりり、、原原
材材料料のの重重量量順順やや原原料料原原産産地地等等のの
変変更更ななどどにによよるる包包材材のの変変更更がが必必
要要ななくくななりり、、包包材材にに縛縛らられれなないい原原
料料調調達達がが可可能能ととななるる可可能能性性ががああるる

◎◎デデジジタタルル表表示にに代代替替すするるここととにによよ
りり、、容容器器包包装装上上のの表表示ミミススにによよるる

商商品品回回収収のの軽軽減減ににつつななががるる

◎◎商商品品にによよっっててはは、、ララベベルルのの縮縮小化化

にによよるる環環境境負負荷荷削削減減がが可可能能ととななるる
（（例例：：飲飲料料、、おお弁弁当当、、惣惣菜菜））

◎◎デデジジタタルルでで消消費費者者がが商商品品ににアアクク
セセススすするるここととでで、、消消費費者者のの関関心がが

どどここににああるるののかか調調べべらられれ、、ママーーケケ
テティィンンググにに活活用ででききるる

◎◎事事業業者者がが提提供供ししたたいい情情報報ももああわわ
せせてて提提供供すするるここととがが可可能能ととななるる
（（例例：：レレシシピピ情情報報、、キキャャンンペペーーンンのの
告告知知等等））

◎◎デデジジタタルル表表示をを管管理理すするるたためめのの費費用・・人
事事がが必必要要ととななるる
（（例例：：常常時時デデジジタタルル表表示がが確確認認ででききデデーー

タタベベーーススのの維維持持・・管管理理、、変変更更ごごととののデデーー
タタのの更更新新、、問問合合せせ等等にに関関すするるササポポーートト
体体制制等等））

◎◎行政政にによよるる監監視視のの実実行可可能能性性をを考考慮慮しし、、
デデジジタタルル表表示すするる際際にに、、表表示内内容容にに変変更更

ががああっったた場場合合のの変変更更履履歴歴をを確確認認ででききるる仕仕
組組みみをを用意意すするる必必要要ががああるる

図９　制度運用のためのメリット・デメリット等

資料：消費者庁「令和７年度第２回食品表示懇談会」資料より著者作成

図図10 一元元(集集中中)管管理理ににすするるかか、、分分散散管管理理ににすするるかか

・・分分散散管管理理はは、、一元元(集集中中)管管理理にに比べべるるととココスストトをを抑抑ええるるここととははででききたたととししてて
もも、、事事業業者者ににおおいいててデデーータタベベーーススのの整整備備等等にに追追加加的的ななココスストトははかかかかるる。。

・・分分散散管管理理のの下下でで、、既既存存ののシシスステテムム会会社社をを利利用ししてて表表示ののたためめののデデーータタをを
管管理理ししてていいるる場場合合、、当当該該シシスステテムム会会社社がが、、デデジジタタルルのの表表示にに対対応応ででききるる形形
ににししててデデーータタをを公公開開ししてていいくく必必要要ががああるるののででははなないいかか。。

資資料料：：消消費費者者庁庁「「令令和和77年年度度第第22回回食食品品表表示示懇懇談談会会」」資資料料よよりり

図10　一元（集中）管理にするか、分散管理にするか

資料：消費者庁「令和７年度第２回食品表示懇談会」資料より著者作成
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（エ）１対１対応の具体的方法
義務表示の代替であることが前提であるため、デジタルで表示される情報と商品との１対１対応は必須となる。
二次元コードを利用する場合、図11に示す３パターンが考えられるが、消費者の利便性の観点からすると、手数

が少ないパターン①が望ましいものの、事業者の実行可能性も踏まえ、パターン②を採用することも可能とすること、
消費者に分かりやすく、利便性を損なうことのない具体的方法について、消費者庁において詳細なガイドラインの作
成を検討していくこととされた。

（オ）保管するデータの範囲
将来を見据え、義務表示に必要な情報に加え、事業者が自主的な取り組みとして表示しているものや消費者の利便

性および安全性に関わる情報については、幅広に保管可能な制度設計とすることとされた。また、保管方法のルール

については、消費者庁において詳細なガイドラインの作成を検討していくことが示された。

（カ）広告などその他の情報との棲み分けルール
現在の実態も踏まえ、一切の広告表示を禁止するものではなく、広告が先に出てしまったり、目立つところに広告

が出現し、一括表示の情報を消費者が視認することを妨げられたりすることがないように、広告などを掲載する場合
は、別枠を設ける、食品表示を優先して確認できる位置に表示するなどの望ましい例を、ガイドラインなどの作成を
検討し整理していく方向が示された。

（キ）監視可能性についてのルール作り
行政機関が適切に監視できるように、修正履歴の保管を一定の要件化とする方向で制度設計し、その商品が流通し

ているまたは消費者の手元にある間は、少なくとも行政機関が修正履歴を確認できるように、修正履歴の示し方やそ
の保管期間について、今後、消費者庁において検討されることとなった。
上記の検討結果を踏まえ、デジタルツール活用制度に関しては、今後、消費者庁において、事業者が参考にする詳

細なガイドラインの作成を進めていくことになった。
また、消費者庁において検証した上で、食品表示に係る情報提供の様式例を示すこととなっている。
一方、コーデックステクノロジーガイドラインにおいて「食品の名称、安全および栄養に関する食品情報や国など

が定めるその他の義務的食品情報は、テクノロジーの使用のみによって提供されるべきではない」旨が示されている
が、このことは、国際的に上記以外の義務表示事項に関しては、容器包装上の表示に縛られることなく、デジタルツー
ルを活用した表示により代替されても良いと解釈できる。従って、本制度において容器包装に必ず表示する事項と、
デジタルで代替表示を可能とする事項についての具体的な議論を食品表示懇談会で進めることとなっている。

図11 １対１対応の具体的方法案

資資料料：：消消費費者者庁庁「「令令和和77年年度度第第22回回食食品品表表示示懇懇談談会会」」資資料料よよりり

図11　１対１対応の具体的方法案

資料：消費者庁「令和７年度第２回食品表示懇談会」資料より
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デジタルツールは、食品表示の３要素を実現可能

とする可能性を秘めており、メリットを生かすこと

ができれば、新たな役割を担う伝達媒体として期待

されるものである。

なお、食品表示へのデジタルツール活用に関する

海外での取り組みについては、消費者庁の2024年

の調査によると、韓国・インドネシア・米国・カナ

ダ・EUの各国・地域で二次元コードなどを活用し

た情報提供が進み、消費者の利便性向上や事業者の

効率化に寄与している点が確認されている。

国家主導型から業界主導型まで多様なモデルが存

在し、日本にとっても制度設計の参考となる有益な

知見が得られるであろう。今後、法制化を図る国も

出てくることが予測されていることから、それらの

動向も参考とした検討が行われると思われる。

以上、デジタル化に向けた検討を含めて述べてき

たが、最終的には、いかに消費者へ効果的に普及・

教育するかという点が重要である。

これに関しては、「食生活指針」を記した「食料・

農業・農村基本法」（前編参照）のほか、「食育基本

法」（2005年６月施行）において、図12に示す七

つの基本理念および図13のような関係者の責務が

示されている。

特に、デジタル化対応に関しては、同法に基づき

策定された現行の「食育推進基本計画」（21年３月）

において記されている。すなわち、「デジタル化に

対応した食育の推進」として、「ICT（情報通信技術）

などのデジタル技術を有効活用して効果的な情報発

信を行うなど、新しい広がりを創出するデジタル化

に対応した食育を推進する」ことや「デジタルトラ

ンスフォーメーション（デジタル技術の活用による

社会の変革）が一層進展する中で、SNS活用やイ

ンターネット上でのイベント開催および動画配信、

オンラインでの非接触型の食育の展開などを推進す

る。また、個人がいつでも手軽に使える優れた食育

アプリなどについて情報提供を行い、国民の行動変

容を促す」旨が示されている。

一方、食育も含めた消費者教育の推進に関しては

「消費者教育の推進に関する法律」（12年12月施行）

において、基本理念や国・地方団体などの責務など

が規定されている。そして、同法に基づく現行の「消

費者教育の推進に関する基本的な方針」（23年３月）

において、学校、地域、家庭および職域というさま

ざまな場における消費者教育推進の内容が示されて

いる。「デジタル化に対応した消費者教育の推進」

として、消費者にとって「適切な情報収集・発信能

力の重要性の高まりとポータルサイトでの情報提

供・連携促進」を図るとともに、行政としても、デ

図12 食育基本法の基本理念 (第2～8条)
7項目

◎国民の心身の健康の増進と豊かな人間形成((第2条))
◎食に関する感謝の念と理解((第3条))
◎食育推進運動の展開((第4条))
◎子どもの食育における保護者、教育関係者等の役割
((第5条))

◎食に関する体験活動と食育推進活動の実践((第6条))
◎伝統的な食文化、環境と調和した生産等への配意及び
農山漁村の活性化と食料自給率の向上への貢献((第7条))

◎食品の安全性の確保等における食育の役割((第8条))

資資料料：：著著者者作作成成

図12　食育基本法の基本理念（第２～８条）
	 ７項目

資料：著者作成

図13 食育基本法における関係者の責務(第９～１３条)

◎国の責務；施策を総合的かつ計画的に策定・実施（（第9条））

◎地方公共団体の責務；国との連携を図りつつ区域の特性を生かし
た自主的な施策を策定・実施（（第10条））

◎教育関係者等及び農林漁業者等の責務；

・教育関係者等は、あらゆる機会とあらゆる場所を利用して積極
的に食育を推進。他の食育推進活動に協力。

・農林漁業者等は、農林漁業に関する多様な体験の機会を積極的
に提供。教育関係者等と相互に連携（（第11条））

◎食品関連事業者等の責務；

事業活動に関し、自主的かつ積極的に食育を推進。国、地方公共
団体等の推進活動に協力（（第12条））

◎国民の責務；

家庭、学校、保育所、地域その他の社会のあらゆる分野において、
生涯にわたり健全な食生活の実現に自ら努めるとともに、食育の
推進に寄与するよう努力（（第13条））

資資料料：：著著者者作作成成

図13　食育基本法における関係者の責務
	 （第９～13条）

資料：著者作成



50 砂糖類・でん粉情報2026.6

ジタル化に対応した消費者教育を推進するととも

に、デジタル技術を活用した消費者相談の実施など、

消費者のためのデジタル化を推進していく必要があ

る旨が示されている。さらに、「消費者教育としての、

事業者による消費者への情報提供、商品サービスの

開発・提供」も記されている。

おわりに
法令で規定されている食品表示のルールは、食品

表示法関係だけでも、食品表示基準、同基準の消費

者庁通知およびＱ＆Ａを合わせて、優に100万字

を超えており、食品関連事業者は、これら膨大なル

ールを適切に遵守しなければならない。

一方、消費者の食品表示に対するニーズは年々高

まり、表示事項は増加の一途をたどってきた。「食品」

だけではなく、現在は「食品」とともに「情報」を

付加価値としてとらえた上で購入する時代となって

いる。その背景には、食品に関して、年々消費段階

と生産・製造現場との距離が、地理的にも社会的に

も遠くなってきたことも影響している。子供達が学

校教育の一環で作物の生産や収穫を体験できたとし

ても、日常的には農畜水産業に触れる機会がない地

域が多くなっているのが現状である。当然ながら、

輸入品に関しては、さらに生産現場は遠いところに

ある。

一方で、おいしいものを手軽に季節を問わず食べ

たいという消費者ニーズに対応して、事業者は常に

新食品・新技術の開発努力を続けている。

すなわち、昔は母（父）親が身近な田畑で収穫し

た食材を調理して家族に提供してきたが、現在は食

品関連事業者がその役目を代わって果たしていると

も言える。そうした意味で、消費者の母（父）親代

わりをしている食品関連事業者は、家族（消費者）

に対し単に食品を提供するだけではなく、家族が健

全な食生活が送れるよう、食品表示のみならず上記

の食生活に関連した有効な情報を提供することが期

待されているとも言える。また一方で、消費者とし

ても、そうした情報を通じて、食品の供給サイドの

努力や課題を理解することが求められる。

食品の供給サイドにおける食品表示のデジタル化

の実現には、事業者・消費者の双方のテクノロジー

整備が不可欠となる。

消費者サイドにおいては、スマートフォンの保有

率が９割近くの高水準となった一方、事業者サイド

に関しては、中小企業が大半を占める実態から、情

報管理システム整備に対する国などの支援や関係団

体などの協力が求められている。

今後、事業者の実行可能性に配慮した取り組みの

下で、新たな情報伝達機能の活用促進を期待すると

ともに、各種の基本法に基づく基本理念に沿った「真

の親代わりとして信頼のある企業」の発展につなが

ることを願っている。


